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第1条　　（名　称）

本会は、茨城アワーズグループ　と称する。

第2条　　（本部）

本会の本部は、茨城県東茨城郡茨城町長岡3446　磯崎守男　宅に置く。

第3条　　（事務局）

本会は、事業を円滑に遂行する為、本部とは別に事務局を置く事とし、担当

は、山本（JAIHTD）が当たり実務的な業務とアワードマネージャーを兼務する。

第4条　　（目　的）

本会は、営利を目的としないで、アマチュア無線の健全な発展を図り、会員

及び非会員との相互親睦と友好を増進し、アマチュア無線界の活性化及び向

上に貢献する事。

第5条　　（事　業）

本会は、前条の目的を達成する為に次の事業を行う事が出来る。

（1）各種アワードの企画及び発行。

（2）アマチュア無線に付いての技術調査及び研究。

（3）その他、本会の目的達成に必要な事業。

第6条　　（会員の種類と資格）

会員は、正員並びに家族会員と準員、及び賛助会員の4種類とする。

（1）正員とは、アマチュア無線局の無線設備の操作を行う事が出来る無線

従事者の資格を有する者。

（2）家族会員とは、正員の家族で本条の（1）を満たす者。

（3）準員とは、前項の資格者以外の者で、アマチュア無線技術に興味を有

する者。

（4）賛助会員とは、本会の活動を充分に理解し資財面等で支援して下さる

方。

第7条 （入会条件）

入会は、会員増強を図る為、一般募集並びに会員による推薦で行う。

（1）一般募集に応募する方は、所定の会員登録票（様式2号）に必要事項

を記入の上、事務局に提出し幹事会で決める事とする。

（2）推薦を行う場合は、会長及び事務局に報告し、総会または幹事会の了

承を得て当該者に伝える。

（尚、当該者が受託をした場合は、速やかに会員登録票（様式2号）

の提出を必要とする。）

（豊）



但し第6条（4）は適用しない。

第8条　　（会員構成）

当グループの会員は、茨城県内局を優先し、第7条により県外局も対象とす

る事が出来る。

第9条　　（退会の自由）

会員が退会する時は、自らが書面により会長（又は幹事）に届け出る。

第10条　（会員の資格喪失と除名及び退会命令）

会員は、下記の場合資格を失う。

（1）死亡した時。

（2）電波法令に違反し、罰則の適用を受けた時。

（3）本会の運営方針に反し名誉を汚し会員として相応しく無い言動、行為

及び行動が有った時。（尚、文書文面による行為を含む。）

第11条　　（会員の権利）

会員は、次の権利を有する。

（1）正員及び家族会員は、総会で議決権の行使。

（2）準員は、総会で意見を述べる。

（3）賛助会員は、本条を適用しない。

第12条　（会員の義務）

会員は、次の義務を負う。

（1）会員は、会が運営する各種行事に極力参加する事。

（2）会員は、会則の各事項を専守する事。

第13条　（会　費）

当面会費の徴収を行わない。

（但し、徴収の必要が生じた場合は、幹事会で検討し、別に定める。）

第14条　（会長の選出）

会長は、次の方法で決める。

（1）初年度は、発起人代表者がその任に当たる。

（2）以後は、総会の決議に従う。

第15条　（幹事及び副会長の選出）

幹事は、時の会長が検討し正員の中から、副会長は幹事の中から其々選出し

決める。
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第16条　（業務担当）

各種事業を円滑に遂行する為に次の担当者を幹事の中から選出する。

（1）業務担当若干名、会計担当1名、監査担当1名をおく。

（2）但し、（1）以外にも必要に応じ担当者をおく事が出来る。

（3）指名を受けた担当者の兼務を妨げない．

第17条　（幹事の業務）

幹事は、次の業務に当たる。

（1）会長は、幹事を代表して本会の業務の一切を掌握し統括

（2）副会長は、会長に事故が生じた場合は、会長の業務を代行する。

（3）業務担当は、会長及び副会長を補佐し本会の業務を円滑に遂行する。

（4）会計担当は、本会運営に必要な会計業務の一切を行う。

（5）監査担当は、幹事及び会計の業務を監査する。

第18条　（会長及び幹事の任期）

会長及び幹事の任期は、1会計年度内とし重任を妨げない。

第と9条　（幹事会）

幹事会は、会長の指示により事務局が対応し通常は便宜上、電子メールによ

る手続きを行い、配信後1週間以内に得た回答（無回答の場合は、了承を得

たものとみなす）を基に会長が決める。

又、急を要しない場合は、集会及び文書により実施する事も出来る。

（尚、会長不在で急を要する場合は、副会長及び事務局が判断し事後報告を

する。）

第20条　（総　会）

総会は、毎会計年度終了後報告準備が出来次第会長が看集し蘭健、会員の

過半数「委任状を含む」を持って成立し、出席者の過半数に依る賛同（賛

否同数の場合は、議長が決する）で議決する。

第2皇条　（総会の議事）

総会で討議する事は、当該年度の事業及び会計報告、会長及び幹事の改選。

第22条　（会計年度）

会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日迄とする。

第23条　（附則事項）

此の会則に定めの無い事は、其の都度協議し附則事項として別に定める。

この会則は、29主8年86月23日　改重・即時実施。（尚、黄色帯部分の修重及び加筆）
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（4）

第1条 （未　定）


